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｢

消
し
た
か
な｣

あ
な
た
を
守
る
合
言
葉

　

11
月
９
日
㈫
か
ら
15
日
㈪
ま
で
の
７
日
間
、

全
国
一
斉
に
秋
の
火
災
予
防
運
動
が
実
施
さ
れ

ま
す
。
こ
れ
は
火
災
が
発
生
し
や
す
い
時
季
を

迎
え
る
に
当
た
り
、
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
に
火

災
予
防
に
対
す
る
認
識
を
深
め
て
い
た
だ
き
、

尊
い
生
命
や
大
切
な
財
産
を
火
災
か
ら
守
る
た

め
の
運
動
で
す
。

　

日
ご
ろ
か
ら
次
の
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト
（
３
つ

の
習
慣
・
４
つ
の
対
策
）
を
実
践
し
、
外
出
時

や
就
寝
前
に
は
、
も
う
一
度
火
の
元
を
確
か
め

火
災
を
発
生
さ
せ
な
い
、
万
一
発
生
し
た
と
き

は
、
小
さ
な
被
害
で
食
い
止
め
ら
れ
る
よ
う
に

心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

『
住
宅
防
火　

い
の
ち
を
守
る　

７
つ
の
ポ
イ

ン
ト
』―

３
つ
の
習
慣
・
４
つ
の
対
策―

３
つ
の
習
慣

○
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
や
め
る
。

○
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の
か
ら
離
れ

た
位
置
で
使
用
す
る
。

○
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ
る
と
き
は
、

必
ず
火
を
消
す
。

４
つ
の
対
策

○
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅
用
火
災
警

報
器
を
設
置
す
る
。

○
寝
具
、
衣
類
お
よ
び
カ
ー
テ
ン
か
ら
の
火
災

を
防
ぐ
た
め
に
、
防
炎
品
を
使
用
す
る
。

○
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に
、
住
宅

用
消
火
器
な
ど
を
設
置
す
る
。

○
お
年
寄
り
や
体
の
不
自
由
な
人
を
守
る
た
め

に
、
隣
近
所
の
協
力
体
制
を
つ
く
る
。

▼
問
い
合
わ
せ　

消
防
本
部
予
防
課
☎
５
５
６

　

―

２
５
６
５

▼
日
時　

11
月
20
日
㈯
午
前
10
時
～
11
時
30
分

▼
場
所　

埼
玉
県
防
災
学
習
セ
ン
タ
ー
（
鴻
巣

市
袋
30
）

▼
内
容　

防
災
の
は
な
し
（
地
震
の
し
く
み
な

　

ど
）
、
災
害
疑
似
体
験
（
地
震
・
強
風
・

煙
・
消
火
体
験
）
、
セ
ン
タ
ー
内
展
示
物
な

ど
の
見
学

▼
対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方

▼
定
員　

30
人
（
先
着
順
）

▼
集
合　

午
前
９
時
30
分
に
市
役
所
正
面
玄
関

▼
解
散　

正
午
ご
ろ
市
役
所

▼
交
通
手
段　

市
役
所
～
セ
ン
タ
ー
間
は
バ
ス

で
送
迎

▼
参
加
無
料

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

11
月
11
日
㈭ 

午
後
５
時
ま
で
に
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
防

災
安
全
課
防
災
担
当
（
内
線
２
８
２
）
Ｆ
Ａ

Ｘ
５
５
６―

２
１
１
７

▼
日
時　

10
月
20
日
㈬
午
後
０
時
30
分
～
３
時

30
分　

▼
場
所　

総
合
公
園
駐
車
場　

▼
内
容　

災
害
想
定
処
置
訓
練
、
救
急
法
体
験
、

空
気
呼
吸
器
装
着
体
験
、
水
消
火
器
訓
練
の

体
験　

▼
そ
の
他　

自
由
に
見
学
で
き
ま
す　

▼
問
い
合
わ
せ　

埼
玉
県
化
学
保
安
課
☎
０
４

　

８―

８
３
０―

２
９
８
１

　

市
で
は
、
指
定
し
た
歩
道
や
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー

ク
を
“
里
子
”
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
清
掃
や

花
植
え
な
ど
を
行
っ
て
い
た
だ
く
団
体
を
“
里

親
”
に
例
え
、
美
化
活
動
を
行
う
行
田
市
道
路

等
里
親
制
度
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て
い
た

だ
け
る
地
域
の
方
々
、
学
校
、
企
業
な
ど
の
団

体
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
活
動
時
に
は
、
軍

手
・
ご
み
袋
の
支
給
、
用
具
の
貸
し
出
し
、
収

集
後
の
ご
み
処
理
の
支
援
を
行
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
希
望
の
団
体
に
は
、
現
地
に
活
動
団
体
名

入
り
の
表
示
板
を
設
置
し
ま
す
。

　

ま
た
、
埼
玉
県
も
、
県
で
管
理
す
る
道
路
に

つ
い
て
“
彩
の
国
ロ
ー
ド
サ
ポ
ー
ト
制
度
”
が

あ
り
、
現
在
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
道
路
の
美
化
活
動
に
参
加
し
て
み
ま

せ
ん
か
。

▼
問
い
合
わ
せ　

《
市
道
の
里
親
制
度
に
つ
い
て
》

　

道
路
治
水
課
維
持
補
修
担
当
（
内
線
３
４
３

　

・
３
４
４
・
３
４
５
）

《
県
道
の
ロ
ー
ド
サ
ポ
ー
ト
制
度
に
つ
い
て
》

　

埼
玉
県
道
路
環
境
課
☎
０
４
８―

８
３
０―

５
１
０
３
ま
た
は
行
田
県
土
整
備
事
務
所
☎

５
５
４―

５
２
１
１

　

国
土
交
通
省
で
は
、
将
来
の
交
通
計
画
を
立

て
る
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
た
め
、
お
お
む

ね
５
年
ご
と
に
全
国
一
斉
に
自
動
車
の
利
用
実

態
を
調
査
す
る
「
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
」
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
全
国
調
査
実
施
年
度
と
な
っ
て
お
り
、

同
省
が
管
理
す
る
自
動
車
登
録
情
報
よ
り
無
作

為
で
選
ば
れ
た
調
査
対
象
車
両
の
所
有
者
へ
、

10
月
～
11
月
に
同
省
か
ら
郵
送
で
調
査
票
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　

同
省
大
宮
国
道
事
務
所
計
画

課
☎
０
４
８―

６
６
９―

１
２
０
５

第
２
期
納
期
限　

10
月
27
日
㈬

　

期
限
内
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
納
付
相
談

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
負
担
金
の
納
付

に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

下
水
道
課
業
務
担
当
☎
５
６

　

４―

０
３
０
３（
前
谷
１―

１
・
水
道
庁
舎
内
）

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

～
災
害
を
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
～

　
　
　
「
防
災
体
験
教
室
」

高
圧
ガ
ス
防
災
訓
練
を
行
い
ま
す

道
路
の
里
親
を
募
集
し
て
い
ま
す

道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
に
ご
協
力
を

下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金
の
納
付
を

お
忘
れ
な
く
～
期
限
内
納
付
に
ご
協
力
を
～

つけましたか？住宅用火災警報器


